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10 特定施設入居者生活介護費 10 特定施設入居者生活介護費

イ 特定施設入居者生活介護費（１日につき） イ 特定施設入居者生活介護費（１日につき）

⑴ 要介護１ 560単位 ⑴ 要介護１ 564単位

⑵ 要介護２ 628単位 ⑵ 要介護２ 632単位

⑶ 要介護３ 700単位 ⑶ 要介護３ 705単位

⑷ 要介護４ 768単位 ⑷ 要介護４ 773単位

⑸ 要介護５ 838単位 ⑸ 要介護５ 844単位

ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費（１月につき） ロ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費（１月につき）

ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費（１日につき） ハ 短期利用特定施設入居者生活介護費（１日につき）

⑴ 要介護１ 560単位 ⑴ 要介護１ 564単位

⑵ 要介護２ 628単位 ⑵ 要介護２ 632単位

⑶ 要介護３ 700単位 ⑶ 要介護３ 705単位

⑷ 要介護４ 768単位 ⑷ 要介護４ 773単位

⑸ 要介護５ 838単位 ⑸ 要介護５ 843単位

注１ イについて、指定特定施設（指定居宅サービス基準第174条第 注１ イについて、指定特定施設（指定居宅サービス基準第174条第

１項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ において、指 １項に規定する指定特定施設をいう。以下同じ において、指

定特定施設入居者生活介護（同項に規定する指定特定施設入居 定特定施設入居者生活介護（同項に規定する指定特定施設入居

者生活介護をいう。以下同じ を行った場合に、指定特定施設 者生活介護をいう。以下同じ を行った場合に、指定特定施設

入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この号において「 入居者生活介護の提供を受ける入居者（以下この号において「

利用者」という の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単 利用者」という の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単

位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に 位数を算定する。ただし、看護職員又は介護職員の員数が別に

厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大 厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大

臣が定めるところにより算定する。 臣が定めるところにより算定する。

２ ロについて、指定特定施設において、外部サービス利用型指 ２ ロについて、指定特定施設において、外部サービス利用型指

定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス基準第192条の２ 定特定施設入居者生活介護（指定居宅サービス基準第192条の２

に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を に規定する外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を

いう。以下同じ を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める いう。以下同じ を行った場合に、別に厚生労働大臣が定める

サービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部 サービスの種類及び当該サービスの単位数を基に得た当該外部

サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る総単位数に サービス利用型指定特定施設入居者生活介護に係る総単位数に

ついて、利用者の要介護状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定 ついて、利用者の要介護状態区分ごとに別に厚生労働大臣が定

める単位数を限度として算定する。ただし、看護職員又は介護 める単位数を限度として算定する。ただし、看護職員又は介護

職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、 職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、

別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。 別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。

※ 別に厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生
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活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護

費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位

数の内容は次のとおり。

一 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費に係るサービス

の種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数

イ 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平

成十二年厚生省告示第十九号）別表指定居宅サービス介護給付費

単位数表（以下「指定居宅サービス介護給付費単位数表」という。）

の特定施設入居者生活介護費の注１の厚生労働大臣が定めるサー

ビスの種類及び当該サービスの単位数は、別表第一に定めるとお

りとする。

ロ 指定居宅サービス介護給付費単位数表の特定施設入居者生活

介護費の注１の厚生労働大臣の定める限度単位数は、要介護状態

区分に応じてそれぞれ次に掲げる単位数とする。

⑴ 要介護一 一万七千百四十六単位

⑵ 要介護二 一万九千二百十三単位

⑶ 要介護三 二万千四百三十二単位

⑷ 要介護四 二万三千四百九十九単位

⑸ 要介護五 二万五千六百五十八単位

二 （略）

別表第一

１ 外部サービス利用型特定施設入居者生活介護基本サービス費（１

日につき） 87単位

注１・２ （略）

２ 訪問介護

イ 身体介護が中心である場合

⑴ （略）

⑵ 所要時間15分以上30分未満の場合 199単位

⑶ 所要時間30分以上１時間30分未満の場合 271単位に所要時

間30分から計算して所要時間が15分増すごとに90単位を加算し

た単位数

⑷ 所要時間１時間30分以上の場合 580単位に所要時間１時間3

0分から計算して所要時間15分を増すごとに37単位を加算した

単位数

ロ 生活援助が中心である場合
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⑴・⑵ （略）

⑶ 所要時間１時間以上１時間15分未満の場合 226単位

⑷ 所要時間１時間15分以上の場合 271単位

ハ （略）

注１～４ （略）

３～８ （略）

３ ハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する ３ ハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合する

ものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、指 ものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設において、指

定特定施設入居者生活介護を行った場合に、利用者の要介護状 定特定施設入居者生活介護を行った場合に、利用者の要介護状

態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看 態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、看

護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に 護職員又は介護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に

該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定 該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定

する。 する。

４ イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理 ４ イについて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理

学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又 学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又

はあん摩マッサージ指圧師（以下この号において「理学療法士 はあん摩マッサージ指圧師（以下この号において「理学療法士

等」という を１名以上配置しているもの（利用者の数が100を 等」という を１名以上配置しているもの（利用者の数が100を

超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に 超える指定特定施設にあっては、専ら機能訓練指導員の職務に

従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療 従事する常勤の理学療法士等を１名以上配置し、かつ、理学療

法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利 法士等である従業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で利

用者の数を100で除した数以上配置しているもの）として都道府 用者の数を100で除した数以上配置しているもの）として都道府

県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機 県知事に届け出た指定特定施設において、利用者に対して、機

能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種 能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種

の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当 の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当

該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個 該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている場合には、個

別機能訓練加算として、１日につき12単位を所定単位数に加算 別機能訓練加算として、１日につき12単位を所定単位数に加算

する。 する。

５ イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適 ５ イ及びハについて、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適

合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設におい 合するものとして都道府県知事に届け出た指定特定施設におい

て、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場 て、利用者に対して、指定特定施設入居者生活介護を行った場

合に、夜間看護体制加算として、１日につき10単位を所定単位 合に、夜間看護体制加算として、１日につき10単位を所定単位

数に加算する。 数に加算する。
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６ イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的 ６ イについて、看護職員が、利用者ごとに健康の状況を継続的

に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力 に記録している場合において、当該利用者の同意を得て、協力

医療機関（指定居宅サービス基準第191条第１項に規定する協力 医療機関（指定居宅サービス基準第191条第１項に規定する協力

医療機関をいう 又は当該利用者の主治の医師に対して、当該 医療機関をいう 又は当該利用者の主治の医師に対して、当該

利用者の健康の状況について月に１回以上情報を提供した場合 利用者の健康の状況について月に１回以上情報を提供した場合

は、医療機関連携加算として、１月につき80単位を所定単位数 は、医療機関連携加算として、１月につき80単位を所定単位数

に加算する。 に加算する。

７ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用 ７ イについて、別に厚生労働大臣が定める基準に適合する利用

者については、看取り介護加算として、死亡日以前４日以上30 者については、看取り介護加算として、死亡日以前４日以上30

日以下については１日につき80単位を、死亡日の前日及び前々 日以下については１日につき80単位を、死亡日の前日及び前々

日については１日につき680単位を、死亡日については１日につ 日については１日につき680単位を、死亡日については１日につ

き1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日か き1,280単位を死亡月に加算する。ただし、退居した日の翌日か

ら死亡日までの間は、算定しない。また、この場合において、 ら死亡日までの間は、算定しない。また、この場合において、

夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。 夜間看護体制加算を算定していない場合は、算定しない。

ニ 介護職員処遇改善加算 ニ 介護職員処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金 注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合している介護職員の賃金

の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定 の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定

特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行っ 特定施設が、利用者に対し、指定特定施設入居者生活介護を行っ

た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年３月31日まで た場合は、当該基準に掲げる区分に従い、平成27年３月31日まで

の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に の間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に

掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ 掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げ

るその他の加算は算定しない。 るその他の加算は算定しない。

⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した単位 ⑴ 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) イからハまでにより算定した単位

数の1000分の30に相当する単位数 数の1000分の30に相当する単位数

⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑵ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ⑴により算定した単位数の100分の

90に相当する単位数 90に相当する単位数

⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴により算定した単位数の100分の ⑶ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ⑴により算定した単位数の100分の

80に相当する単位数 80に相当する単位数

11 福祉用具貸与費（１月につき） 11 福祉用具貸与費（１月につき）

指定福祉用具貸与事業所（指定居宅サービス基準第194条第１項に規 指定福祉用具貸与事業所（指定居宅サービス基準第194条第１項に規

定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ において、指定福 定する指定福祉用具貸与事業所をいう。以下同じ において、指定福

祉用具貸与（指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具貸 祉用具貸与（指定居宅サービス基準第193条に規定する指定福祉用具貸

与をいう。以下同じ を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に要し 与をいう。以下同じ を行った場合に、現に指定福祉用具貸与に要し

た費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単 た費用の額を当該指定福祉用具貸与事業所の所在地に適用される１単

位の単価で除して得た単位数（１単位未満の端数があるときは、これ 位の単価で除して得た単位数（１単位未満の端数があるときは、これ




